
■教育現場への統制強化、「戦争動員」の危

険  

教育現場でも、子どもたちを戦争へと動員す

るかのような政策が進んでいます。 中学生

への自衛隊職場体験や個人情報提供、「子ど

も防衛白書」の配布、教科書検定への政治的

介入、教科書採択への圧力、そして「日の丸・

君が代」の強制。 これらは、子どもたちの

内心の自由を奪い、国家への従属を強いる危

険な動きです。 

一方で、不登校の急増や教員の疲弊など、教

育の危機は深刻です。しかし政府の「教育改

革」は、子どもと教員を支えるどころか、数

値管理と競争を押し付け、学校を「国家のた

めの人材育成工場」へと変えようとしていま

す。 

■ 教育基本法改定から 20 年  子どもた

ちを再び戦場に送らせないために  

今年は教育基本法改定から 20 年。 私たち

の闘いは、国家による思想統制を許さず、子

どもたちの学ぶ権利と自由を守るための、決

して後退できない取り組みです。 

2026 年 7 月 19 日、大阪に集まりましょう。 

戦争への暴走を止め、自由で民主的な教育を

取り戻すために、知恵と力を結集しましょう。 

第 16 回全国学習・交流集会の成功に向

け、多くの団体・個人による集会へのご賛

同とご参加（リアルとオンライン）を心よ

り呼びかけます。 

 

※チラシは、「大阪ネット」の HP にも。 

（チラシを 50 枚以上単位で配布にご協力を

頂ける場合には、必要枚数とご連絡先を下記

のメールアドレスまでお願いします。郵送い

たします。） 

〒591-8032 堺市北区百舌鳥梅町 3-13-4-602 

「国旗等損壊罪」阻止にむけて 

大阪ネットも呼びかけ団体となり、結成さ

れた「国旗等損壊罪」反対連絡会が主催する 

４/11 東京集会が約 100 名参加で開催。 

 講演で澤藤統一郎弁護士は、これは「国

旗が象徴する『国家』という抽象的な組織

や人間の集合体に対する、象徴的な表現行

為を犯罪にするもの。つまり国家に対する

否定的な意思表示を刑罰で抑え込む試み」

とし、「『国家権力（権力主体）』対『我々一

人ひとり（人権主体）』の対立。国家権力の

円滑な行使を刑罰で保護し、個人の尊厳を

縮小させることを意味する」とその本質を

規定されました。 

 「アメリカでのバーネット判決（1943

年）やベトナム戦争反対で星条旗を焼いた

人物に対する連邦最高裁の無罪判決でも、

誰もが自由に思想を持ち、表現してよいと

結論づけた。愛国心は刑罰で強制すべき対

象ではない。たとえ罰則がなくても、『国旗

を尊重しない者は非国民、たたいてもよ

い』という空気を作り出し、社会的な同調

圧力によって表現行為を委縮させる。刑罰

がなくても『愛国強制法』として機能す

る」と述べられました。 

※4 月 17 日には署名提出（ネット署名は 4

月で 6000 超）、23 日議員要請の行動が持た

れ、メーデー集会や憲法集会でのリーフレ

ット配布等の行動を予定。（さらに大阪では

今年の卒業式ビラ 35 校 8500 枚を継いで、

平日のリーフやビラ配布の検討もしたい） 

 

※リーフ配布等のご協力を頂ける方は、以

下までご連絡下さい。（50 部以上可） 

山田光一  kouiti752@gmail.com 


